
 
支払基金統一事例 

【 画像診断 】 

 

７４３ 過テクネチウム酸ナトリウム（99mTc）（テクネシンチ注）の使用量

について 

 

《令和７年１１月２８日》 

 

○ 取扱い 

 

過テクネチウム酸ナトリウム（99mTc）（テクネシンチ注）の使用量につい

て、残量破棄分を含めて包装単位（370MBq）での算定は、原則として認められ

る。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

本剤は、基本的に、開封後の残薬を他の患者に使用することがない。 

 以上のことから、過テクネチウム酸ナトリウム（99mTc）（テクネシンチ注）

の使用量について、残量破棄分を含めて包装単位（370MBq）での算定は、原則

として認められると判断した。 
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